
高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
7
3
0
号

令
和

7
年

4
月
2
5
日
（
金
曜
日
）
　

1

発　　　　行
高　　知　　県
高 知 市 丸 ノ 内
一丁目 2番 20 号
発　行　日
毎 週 2 回

（火曜日・金曜日）

1

　　　　　　目　　次

告　示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ

　○認定鳥獣捕獲等事業の変更の届出　　（中山間地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対策課）　　　　 1

　○特定農業用ため池の指定　　　　　　（農業基盤課）　　 1

　○特定農業用ため池の指定の解除　　　（　　〃　　）　　 1

　○告示（漁船損害等補償法による加入区

　　の指定）の一部改正　　　　　　　　（漁業管理課）　　 1

　○公共測量の実施の通知（ 3件）　　　（用地対策課）　　 1

　○公共測量の終了の通知（ 3件）　　　（　　〃　　）　　 1

　○道路の区域変更　　　　　　　　　　（道　路　課）　　 2

公　告

　○肥料の登録の有効期間の更新　　　　（環境農業推

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進課）　　　　　 2

　○肥料の登録事項の変更　　　　　　　（　　〃　　）　　 2

　○肥料の登録の失効　　　　　　　　　（　　〃　　）　　 3

　○普通肥料の検査の結果の概要　　　　（　　〃　　）　　 3

　○特殊肥料の検査の結果の概要　　　　（　　〃　　）　　 4

　○土地改良区の役員の就退任　　　　　（農業基盤課）　　 4

入札公告

　○一般競争入札（Officeソフト（JUST 

　　Government 5）の借入れ）の公告　 （デジタル政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策課）　　　　　 4

告 示

高知県告示第333号

平成28年 6 月高知県告示第350号（鳥獣捕獲等事業の認定）で

告示し、令和 4 年 5 月高知県告示第528号（認定鳥獣捕獲等事業

の有効期間の更新）で有効期間の更新をした認定鳥獣捕獲等事業

者が実施している認定鳥獣捕獲等事業について、鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。以

下「法」という。）第18条の 7第 3項の規定による変更の届出が

あったので、同条第 5項の規定により次のとおり告示する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　認定鳥獣捕獲等事業者の名称

土佐の里山グループ合同会社

2　認定鳥獣捕獲等事業者の住所

安芸郡北川村弘瀬127番地

3　認定鳥獣捕獲等事業者の代表者の氏名

弘田　純清

4　変更事項

法第18条の 3第 1項第 3号に掲げる鳥獣捕獲等事業の実施体

制に関する事項のうち、捕獲従事者に係る変更であって、捕獲

従事者の追加又は捕獲従事者の狩猟免許の種類に係るもの以外

のもの

5　変更年月日

令和 7年 3月17日

高知県告示第334号

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17

号）第 7条第 1項の規定に基づき、特定農業用ため池として次の

とおり指定した。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　特定農業用ため池の名称及び所在地

次のとおりとする。

2　指定年月日

令和 7年 3月24日

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県農業振興

部農業基盤課に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第335号

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17

号）第 7条第 5項の規定に基づき、特定農業用ため池の指定を次

のとおり解除した。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　指定の解除をした特定農業用ため池の名称及び所在地

次のとおりとする。

2　指定の解除年月日

令和 7年 3月24日

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県農業振興

部農業基盤課に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第336号

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第 4 項の規

定に基づき加入区の指定を変更することとし、昭和63年 3月高知

県告示第200号（漁船損害等補償法による加入区の指定）の一部

を次のように改正する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

「椎　　　　名　〃　　　室戸市室戸岬町椎名の区域

三　　　　津　〃　　　室戸市室戸岬町三津の区域

高　　　　岡　〃　　　室戸市室戸岬町高岡の区域　　　」

を

「室戸岬以東　〃　　　室戸市室戸岬以東（同市佐喜浜町及

び安芸郡東洋町の区域を除く。）の

区域　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

高知県告示第337号

国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知を令和 7 年 3 月31日に受けたの

で、測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同

法第14条第 3項の規定により告示する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（航空レーザ測深）

2　作業期間

令和 7年 3月28日から同年10月31日まで

3　作業地域

四万十川、中筋川、後川

高知県告示第338号

室戸市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知を令和 7

年 4 月 9 日に受けたので、測量法（昭和24年法律第188号）第39

条において準用する同法第14条第 3項の規定により告示する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（基準点測量、現地測量）

2　作業期間

令和 7年 4月 7日から同年 5月31日まで

3　作業地域

室戸市佐喜浜町

高知県告示第339号

高知県土木部須崎土木事務所長から次のとおり公共測量を実施

する旨の通知を令和 7年 4月 9日に受けたので、測量法（昭和24

年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の規

定により告示する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（基準点測量、現地測量、路線測量）

2　作業期間

令和 7年 4月14日から令和 8年 2月27日まで

3　作業地域

須崎市

高知県告示第340号

高知県農業振興部中央東農業振興センター所長から令和 6年 5
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月高知県告示第400号（公共測量の実施の通知）で告示した公共

測量が令和 6年10月31日に終わった旨の通知があったので、測量

法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第 3項の規定により告示する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第341号

高知県農業振興部中央東農業振興センター所長から令和 6年10

月高知県告示第648号（公共測量の実施の通知）で告示した公共

測量が令和 6年12月31日に終わった旨の通知があったので、測量

法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第 3項の規定により告示する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第342号

国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所長から令和 6年12月

高知県告示第738号（公共測量の実施の通知）で告示した公共測

量が令和 7年 3月17日に終わった旨の通知があったので、測量法

（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第

3項の規定により告示する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第343号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、令和 7年 4月25日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　作屋影野停車場

3　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡四万十町勝賀

野字土井上623番 9

から

高岡郡四万十町勝賀

野字ヲチアイ205番

5まで

〜 571前

〜 571後

4.7

7.6

7.7

37.1

公 告

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第12条第 2 項の規定に基づき、次の

肥料の登録の有効期間を更新した。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第13条第 1 項の規定により、次の肥

料の登録事項の変更について届出があった。

令和 7年 4月25日

登録番号

高知県第

632号

高知県第

642号

高知県第

686号

高知県第

687号

高知県第

700号

肥料の種

類

混合有機

質肥料

〃

炭酸カル

シウム肥

料

〃

消石灰

肥料の名

称

くみあい

骨粉なた

ねペレッ

ト 1号

土 州 魂

（緑）

くみあい

15苦土炭

酸石灰

くみあい

粒状15苦

土炭酸石

灰

70消石灰

保証成分量

（％）

窒素全量

5.0

りん酸全量

6.0

〃

アルカリ分

53.0

可溶性苦土

15.0

〃

アルカリ分

70.0

その他の規格

含有を許され

る有害成分の

最大量は、公

定規格のとお

り。

〃

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、普通肥

料の公定規格

のとおり。

〃

該当なし

有効期限

令和12年

6月14日

令和12年

6月30日

令和12年

9 月 6日

〃

令和12年

10月21日

生産業者

氏名又は

名称

株式会社

古田産業

〃

広浦鉱業

株式会社

〃

シーシー

エフジャ

パン有限

会社

住所

高知市五

台山3983

番地 5

〃

東京都品

川区二葉

一丁目 6

番 2号

〃

愛知県岡

崎市市場

町字東町

13番地
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高知県知事　濵田　省司 高知県知事　濵田　省司

登録番号

高知県第

704号

高知県第

705号

高知県第

711号

高知県第

712号

肥料の種

類

混合石灰

肥料

〃

炭酸カル

シウム肥

料

〃

肥料の名

称

ミドリエ

ーズα

ミドリエ

ーズα 2

号

苦土石灰

1号

粒状苦土

石灰 1号

変更年月

日

令和 6年

10月24日

〃

〃

〃

生産業者 変更内容

氏名又は

名称

株式会社

五光興産

〃

〃

〃

変更事項

住所

〃

〃

〃

住所

兵庫県姫

路市飾西

221番 1

〃

〃

〃

変更前

変更後

兵庫県加古川

市平岡町二俣

759番地

兵庫県姫路市

飾西221番地

1

兵庫県加古川

市平岡町二俣

759番地

兵庫県姫路市

飾西221番地

1

兵庫県加古川

市平岡町二俣

759番地

兵庫県姫路市

飾西221番地

1

兵庫県加古川

市平岡町二俣

759番地

兵庫県姫路市

飾西221番地

1

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登

録は、失効した。

令和 7年 4月25日

登録番号

高知県第

634号

肥料の種

類

混合有機

質肥料

肥料の名

称

十市有機

保証成分量

（％）

窒素全量

4.5

りん酸全量

4.5

加里全量

1.0

その他の規格

含有を許され

る有害成分の

最大値は、公

定規格のとお

り。

有効期限

令和 6年

11月24日

生産業者

氏名又は

名称

高知県農

業協同組

合

住所

高知市五

台山5015

番地 1

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第30条第 7 項の規定により、普通肥

料の検査の結果の概要を次のとおり公表する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

令和 7年 2月分

備考　 1　「分析検査」欄及び「その他の検査」欄は、検査対象荷口全体を代表しうるように必要

袋数（ばらの場合は、必要部位数）を抽出して検査した結果である。

2　分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果で

ある。

3　主成分の略号は、次のとおりである。

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＡＬ－アルカリ分、Ｓ－ＭｇＯ－可溶性苦土

肥料の種類

等

混合有機質

肥料

炭酸カルシ

ウム肥料

〃

保証票添付

者

株式会社古

田産業

共栄ジャパ

ン有限会社

日本バイオ

化学工業有

限会社

肥料の名称

ペレット土

州魂560緑

共栄粒状15

苦土炭酸石

灰

日本バイオ

15苦土炭酸

石灰

項目

主成分－Ｔ

Ｎ、ＴＰ

主成分－Ａ

Ｌ、Ｓ－Ｍｇ

Ｏ

主成分－Ａ

Ｌ、Ｓ－Ｍｇ

Ｏ

指摘事項

保証票

の検査

その他

の検査

備考

検査の結果の概要

分析検査
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肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第30条第 7 項の規定により、特殊肥

料の検査の結果の概要を次のとおり公表する。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

令和 7年 2月分

備考　 1　主成分の略号は、次のとおりである。

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水

分含有量

2　分析値は、原則として現物当たりの数値である。

特殊肥料

の指定名

たい肥

〃

〃

生産（輸入又は販売）

届出業者

宮﨑　直輝

四万十町

高橋　悠

届出名（商品名）

みやざき堆肥

生ごみたい肥

牛ふん堆肥

検査の結果の概要

ＴＮ　　　　1.9％

ＴＰ　　　　0.78％

ＴＫ　　 　 2.4％

Ｃ／Ｎ　　 17

水分　　　 72％

ＴＮ　　　　4.2％

ＴＰ　　　　1.8％

ＴＫ　　　　1.0％

Ｃ／Ｎ　　 10

水分　　　  7.1％

ＴＮ　　　　2.1％

ＴＰ　　　　1.2％

ＴＫ　　 　 2.5％

Ｃ／Ｎ　　 14

水分　　　 43％

備考

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、中村国営土地改良区から次のとおり退任し、及び就任した役

員の届出があった。

令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　永野　　侃　四万十市双海564番地

〃　　　山本　　林　〃　　　平野2827番地

〃　　　松倉　 文　〃　　　竹島3445番地

〃　　　西内　道敏　〃　　　〃　3160番地

〃　　　畠中　温喜　〃　　　〃　239番地 1

〃　　　渡邊　一朗　〃　　　佐岡1120番地12

〃　　　吉福　　猛　幡多郡黒潮町出口175番地 5

〃　　　山本　勝也　須崎市吾井郷乙1112番地

〃　　　江口　五月　四万十市鍋島949番地 3

〃　　　野並　勇人　〃　　　古津賀3384番地

〃　　　田中　　僚　〃　　　〃　　1361番地

監事　　石井　　洋　〃　　　双海1016番地

〃　　　宮村　喜久　〃　　　竹島915番地

〃　　　安田　　啓　〃　　　〃　233番地 2

（就任）

理事　　永野　　侃　四万十市双海564番地

〃　　　山本　　林　〃　　　平野2827番地

〃　　　松倉　 文　〃　　　竹島3445番地

〃　　　西内　道敏　〃　　　〃　3160番地

〃　　　畠中　温喜　〃　　　〃　239番地 1

〃　　　渡邊　一朗　〃　　　佐岡1120番地12

〃　　　吉福　　猛　幡多郡黒潮町出口175番地 5

〃　　　山本　勝也　須崎市吾井郷乙1112番地

〃　　　山本　益三　四万十市鍋島3803番地 8

〃　　　野並　勇人　〃　　　古津賀3384番地

〃　　　田中　　僚　〃　　　〃　　1361番地

〃　　　西内　益子　〃　　　竹島524番地 1

〃　　　山本　和世　〃　　　平野2822番地 2

監事　　石井　　洋　〃　　　双海1016番地

〃　　　宮村　喜久　〃　　　竹島915番地

〃　　　安田　　啓　〃　　　〃　233番地 2

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。
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令和 7年 4月25日

高知県知事　濵田　省司

1　入札に付する事項

( 1 )　借入物品の名称及び数量

Officeソフト（JUST Government 5）　5,000ライセンス

( 2 )　借入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　借入物品の借入期間

令和 7年 7月 1日から令和11年 6月30日まで

( 4 )　借入物品の納入期限

令和 7年 6月30日

( 5 )　借入物品の納入場所

高知県総合企画部デジタル政策課

( 6 )　入札方法

ア　入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間

の賃貸借料の月額を入札書に記載すること。

イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額

に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「令和 6年度～令和 8年度競争入札参

加資格者登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている

者であること。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和 6

年度から令和 8年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（令和 5 年 9 月高知県告示第638号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

又は告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 5 )　( 1 )から( 4 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－0870

高知市本町四丁目 1番16号　高知電気ビル別館 7階

高知県総合企画部デジタル政策課

電話番号088－823－9773

( 2 )　入札説明書の交付方法

ア　手渡しによる交付の場合

令和 7 年 4 月25日（金）から同年 5 月20日（火）まで

（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）第 3 条に規定する休日を除く。）の午

前 9時から午後 5時まで（午後零時から午後 1時までの間

を除く。）の間に( 1 )の交付場所で交付する。

イ　ダウンロードによる交付の場合

令和 7年 4月25日午前 9時から同年 5月20日午後 5時ま

での間に高知県総合企画部デジタル政策課のホームページ

（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/080000/

080501/）で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

令和 7年 6月 5日（木）午前10時

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和 7年

6月 4日（水）午後 4時までに( 1 )の入札説明書の交付場

所に必着すること。

イ　場所

高知市本町四丁目 1番16号　高知電気ビル別館 7階　高

知県総合企画部デジタル政策課会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した借入物品を納入することができることを証明する書類を

令和 7年 5月26日（月）午後 5時までに 3の( 1 )の入札説明

書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格が

あることの確認を受けなければならない。また、開札の日ま

での間において、知事から当該書類に関し説明を求められた

場合は、これに応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申

請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センタ

ーに提出すること。ただし、令和 7年 5月 2日（金）午後 5

時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入

札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行った

場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係

る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be leased: 

JUST Government 5, 5,000 licenses Microsoft Office-

compatible software

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Monday 26 May　

2025

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 10:00 A.M. on 

Thursday 5  June 2025

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive at the division noted in (5) by 4:00 P.M. on 

Wednesday 4  June 2025

( 5 )　Contact: Digital Policy Division, Department of 

General Planning, Kochi Prefectural Government, 4-1-16 
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Honmachi, Kochi City, Kochi 780-0870 Japan

Tel:088-823-9773

( 6 )　Others: As in the tender documentation
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